
 

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償支給規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人大田市社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第

１０条及び第２５条の規定に基づき、理事、監事及び評議員（以下「役員等」という。）

に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（報酬及び額） 

第２条 本会会長には、別表に定める月額の報酬を支給する。 

２ 会長を除く理事及び監事には、別表に定める１日あたりの定額の報酬を支給する。た

だし、午前のみ及び午後のみの会議等のときには半日分を支給する。 

３ 評議員には、定款第１０条に定める金額の範囲内で、別表に定める１日あたりの定額

の報酬を支給する。ただし、午前のみ及び午後のみの会議等のときには半日分を支給す

る。 

（報酬の支給） 

第３条 月額の報酬は毎月２０日にこれを支給する。 

２ １日及び半日の報酬は、月の１日から月末までの額をまとめて、翌月２０日にこれを

支給する。 

３ 月額の報酬は、就任の月から退任の月まで支給する。ただし、退任した月に再び同一

の職についたときは、その月分の報酬は、これを支給しない。 

４ 理事のうち本会職員である者に対しては、報酬は支給しない。ただし、正規の時間外

に開催される理事会等に出席した場合は理事としての報酬を支給することができる。 

５ 報酬は、原則として本人指定口座に振り込むことにより支給する。ただし、その月の

２０日が金融機関の休業日にあたるときは、２０日以前において、２０日に最も近い金

融機関の営業日に支給する。 

（費用弁償の種類及び額） 

第４条 役員等が本会定款に定める会議に出席したとき及び会務のため旅行したときは、

費用弁償として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料を支給する。 

２ 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

３ 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

４ 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。）旅行について、路程に応じ別表に定める１キロメートル

当たりの定額又は実費額により支給する。 

６ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表に定める一夜当たりの定額を支給する。 

（費用弁償の支給） 

第５条 費用弁償は、報酬の支給方法に準じてこれを支給する。 

（費用弁償の計算） 

第６条 費用弁償は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により

計算する。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な



通常の経路及び方法によって旅行し難い場合は、その経路及び方法によって計算する。 

２ 費用弁償は、原則として役員等の居所を発着地として計算する。 

（公表） 

第７条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２に定める報酬等の支給の基

準として公表する。 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃を必要とするときは、評議員会の決議によって行う。 

（その他） 

第９条 この規程の運用上必要な事項については、理事会の決議を経て、会長が別に定め

る。 

 

 

   附 則 

  この規程は、平成１７年９月３０日から施行する。 

   附 則 

  この規程は、平成２５年１２月２０日から施行する。 

   附 則 

  この規程は、平成２９年６月２０日から施行する。 

 

 

 

別 表 

報  酬 

会 長  月額 ８０，０００円 

理 事 

監 事 

評議員 

理事会・評議員会への出席又は会務による旅行の都度 

１日 ５，０００円 

半日 ２，５００円 

費用弁償 

鉄道賃 

旅客運賃 

特急料金（片道５０ｋｍ以上に限る） 

急行料金（片道５０ｋｍ以上に限る） 

座席指定料金（片道５０ｋｍ以上に限る） 

船賃 １等運賃 

航空賃 旅客運賃 

車賃 １キロメートル当たり ３７円 

宿泊料 
県 内  １１，８００円 

県 外  １３，１００円 

 


